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平成 27 年度障害者地域自立支援協議会 就労支援専門部会 検討内容 

 

第１回（平成 27 年 6 月 29 日）・・・＜状況の把握＞ 

下命事項検討のための情報収集と現状把握 

第２回（平成 27 年 10 月 1 日）・・・＜課題の整理＞ 

各下命事項における課題の整理、当事者部会に諮る内容の確定 

第３回（平成 28 年 2 月 9 日）・・・・＜実行内容の検討＞ 

当事者部会からの諮問結果について、課題解決の方向性について 

＜Ｈ27年度下命事項＞ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

＜検討内容総括＞ 

 （１）一般就労の推進に向けた取組について 

状況把握のための就労支援関係事業所への事前アンケートを実施する。また各事業所を利用

する障害のある方にアンケート調査を実施し、企業就労や福祉就労についての意識調査を行った。

福祉施設から一般就労への課題について話し合い、就労体験や短期間の無理のない就労なら興

味がある人も多いことなど明らかになった。柔軟な職業体験の機会が、その人らしい「働く」を実現

する方法となるのではないかという方向性について話し合う。 

 （２）福祉就労の充実に向けた取組について 

意識調査のアンケートより、福祉就労は単に作業の場のみならず、馴染みの仲間や職員との活

動の場、又は人間関係の拠り所となっていることが明らかになった。また、ほとんどの方が今よりも

高い工賃を希望している。一方で、利用される方の重度化や高齢化などの課題もあり、工賃向上

の取組には難しい状況もある。一般就労×福祉就労の二元論でなく、やりがいや達成感を重視し

た福祉就労の「あり方」を考えることも必要である。 

 （３）障害のある人の「働く」を支える地域との連携について 

就労支援関係機関の地域での販売活動や受注活動、地域との連携の現状について情報共有

を行う。さらに、共同受注・共同販売・優先発注制度等について意見交換を行う。 

平成 28 年度より、作業所ネットワークを立ち上げ、工賃向上や共同受注について考える方向性

について話し合う。 

 （４）合理的配慮に向けた取組について 

平成 28 年４月からスタートする、雇用における合理的配慮の義務化について、労働関係委員よ

り情報提供いただき全体で共有する。 

以 上

・就労支援における現状と問題点についての情報共有 

・就労の促進・継続を支援するための方策及び、ネットワーク構築についての検討 

・大学や産業界などの地域資源との連携の具体化についての検討 

（1）一般就労の推進に向けた取組について 

（2）福祉就労の充実に向けた取組について 

（3）障害のある人の「働く」を支える地域との連携について 

（4）合理的配慮に向けた取組について 
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平成 27年度 検討議題及び検討工程について 

 

ＮＯ 議題 
第 1回（27年 6月 29日） 

〔状況の把握〕 
第 2回（27年 9月上旬） 

〔課題の整理〕 
第 3回（28年 2月下旬） 

〔実行内容の検討〕 

１ 一般就労の推進に向
けた取組について 

・当事者（施設利用者）に対する一
般就労への意識調査に向けた調査
票の検討 

・事業所に対する一般就労に向けた
考え方の情報共有 

・就労支援センターの関わり方につ
いての整理 

・当事者部会へ諮る内容の検討 

・当事者及び支援者の一般就労に向
けた考え方・課題の整理 

・就労支援センターに期待する関与 
・区へ期待する関与 
・当事者部会に諮る内容の確定 

・当事者部会からの諮問結果の報告 
・一般就労の推進に向けた具体的取
組内容の検討 

（事業所・就労支援センター・区） 

２ 福祉的就労の充実に
向けた取組について 

・各事業所の平均工賃額及び工賃向
上に向けた考え方・取組の情報共
有 

・工賃向上についての取り組みの検
討 

・作業所ネットワークの構築に向け
た検討 

・工賃向上の取組事例（他自治体）
の研究 

・製品カタログの作成に向けた検 
討 

・販路拡大に向けた取組の検討 

（第 2回と同じ） 

３ 障害のある人の「働
く」を支える地域との
連携について 

・各事業所での地域社会（地元住民、
町会、商店、企業、大学等）との
取組事例の情報共有 

・各事業所での取組内容の拡大の検
討（組織的な取組について） 

・地域との連携のあり方と、具体な
的取組内容の検討 

４ 合理的配慮に向けた
取組について 

― 

・厚生労働省の示す事例集、Q＆Aの
情報共有 

・合理的配慮の実施に向けた取組の
検討 

・合理的配慮の実施に向けた対応要
領の検討 

  ※ 第３回では、今年度の検討・取組結果を踏まえ、平成 28年度の検討事項についての検討も行います。 


